
一般社団法人日本生殖医学会生殖医療従事者資格制度規則 

 

【第１章 総則】 

第１条 生殖医療従事者資格制度（以下「本制度」という。）は、生殖医療の進

歩に応じ、広い知識、練磨された技能、高い倫理性を備えた生殖医療従

事者の養成と、生涯にわたる研修を推進することにより、本邦における

生殖医療の水準を高めて、国民の福祉に貢献することを目的とする。 

第２条 一般社団法人日本生殖医学会（以下「この法人」という。）は、前条の

目的を達成するため、生殖医療従事者資格の認定と生涯研修等に必要な

事業を行う。 

第３条 この法人が認定する生殖医療従事者資格は、生殖医療専門医、生殖医療

指導医、生殖医療コーディネーター及び生殖補助医療管理胚培養士（こ

れらの資格者を本規則で「生殖医療従事者」という。）である。 

 

【第２章 生殖医療従事者資格制度委員会】 

第４条 この法人は、本制度の運営のために、生殖医療従事者資格制度委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

第５条 委員会の委員は、理事会の議を経て、理事および幹事の中から理事長が

委嘱する。委嘱する人員数は本制度を円滑に運営するために必要な数と

する。 

第６条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じたときは、理事会の議を経て、理事長が補充する。 

３ 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第７条 委員会に委員長１名、及び副委員長若干名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、理事会の議を経て、理事の中から理事長が

委嘱する。 

３ 委員長は委員会を招集し、会務を総理する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職

務を代行する。 

第８条 委員会は全委員の半数以上が出席しなければ、その会議を開くことがで

きない。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員

長の決するところによる。 

第９条 委員会は本制度に関する諸問題について、理事会の諮問に応え、また理

事会に建議することができる。 



第１０条 委員会には、庶務、会計、研修、認定、生殖医療コーディネーターの各

小委員会を置くことができる。また、必要に応じてその他の小委員会を

設置することができる。 

２ 庶務小委員会は、登録等に係る業務を行う。 

３ 会計小委員会は、本制度に関する経理業務を行う。 

４ 研修小委員会は、生殖医療従事者講習会に係る業務を行う。 

５ 認定小委員会は、資格の認定及び更新の審査に係る業務を行う。 

６ 生殖医療コーディネーター小委員会は、生殖医療コーディネーター

の資格の認定及び更新の審査に係る業務を行う。 

第１１条 委員会は、緊急を要する場合、通信による審議を行うことができる。 

 

【第３章 生殖医療従事者資格の認定のための条件、研修、審査、認定、登録、

資格の更新、資格の喪失】 

第１２条 生殖医療従事者資格の認定のための条件、研修、審査、認定、登録、資

格の更新、資格の喪失および関連する費用などは、別に資格ごとの細則

を定める。 

第１３条 理事会は、委員会の審査結果に基づき認定について審議し、認定と決定

した者を生殖医療従事者原簿に登録し、認定証を交付するとともに、適

当な方法で公示する。 

第１４条 この法人は、第１条の目的を達成するため、生殖医療従事者講習会を開

催する。さらに生殖医療指導医講習会を開催することができる。 

 

【第４章 不服処理】 

第１５条 認定、資格喪失等の審査に関して異議がある者は、委員会に再審査を請

求することができる。 

２ この法人は必要により理事会内に不服処理委員会を設置すること

ができる。 

【第５章 補則】 

第１６条 本規則はこの法人の総会の承認を得なければ変更することができない。 

第１７条 本規則の施行に必要な細則は別に定める。細則は理事会の議を経て決定

する。 

 

【第６章 付則】 

第１８条 本規則は平成 14 年 10 月 3 日から施行する。 

 

平成 18 年 4 月 1 日改定 



平成 22 年 6 月 4 日改定 

平成 22 年 11 月 11 日改定 

平成 23 年 6 月 17 日改定 

平成 24 年 4 月 1 日改定 

平成 28 年 11 月 3 日改定 

令和元年 6月 21 日改定 

令和 4年 6月 10 日改定 

令和 4年 11 月 3 日改定（規約を規則に名称変更） 


